
今冬の節電対策について 

平成 27年 12月 24日 

関 西 広 域 連 合 

１ 府県民・事業者等への広報・周知（近畿経済産業局、関西電力、構成府県市が連携実施）

・街頭啓発 

・テレビ、ラジオ、広報紙、ホームページ、メルマガ等による広報 

・各種イベント等とのタイアップ 

〔参考：別添節電チラシの活用〕 

２ 構成府県市の主な率先取組み事例 

・電力使用量の削減（照明やエレベータの間引き、空調温度管理の徹底など） 

・ＬＥＤ照明やＬＥＤ信号機等、省エネタイプの機器の導入 

・見える化設備やＢＥＭＳの導入、省エネチューニング等による電力需要の抑制 

・ノー残業デーの徹底等 

３ 電力需給ひっ迫時の対応 

・万一の電力需給ひっ迫時における市町村、府県民、関係機関等への緊急メール

の発信、節電の要請等 

４ 関西電力との連携 

・電気の見える化システムの普及促進 

・電力需給の次週予測とその実績の報告 

・最大電力と気温の推移や、用途別・地域別の電力量実績の定期的な報告 

・供給力に支障をきたすトラブルの発生等の連絡（発生次第） 

関西電力管内における今冬の節電のお願い 

○ 内 容：昨冬同様（平成２２年度冬比９％減）の節電の着実な実施 

○ 期 間：平成２７年１２月１日（火）～平成２８年３月３１日（木）の平日 

（年末年始１２月２９日～１月３日を除く） 

○ 時 間：９：００～２１：００ 

○ 留意事項 

  〔家庭〕 

・ 高齢者や乳幼児、体調が悪い方のおられるご家庭には、健康上の支障を 

およぼさない範囲での節電をお願いする。 

  〔産業・業務〕 

・ 産業活動や病院、福祉施設、鉄道などのライフライン機能、都市機能等の

維持に支障を生じない範囲での協力をお願いする。
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